
         毎日頑張って働いている組合員の皆さんにもっと組合のことを知ってもらいたい。自分のこと、大切な

         仲間のこと、守るには知るべき大切なことがあります。「知る」参加、「いう」参加、「実践する」参加、

         「役割を持つ」参加。イキイキと働ける職場を一緒につくり上げていきましょう！
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             支部長より         支部  組合員の皆さんに一言！  

 

 
 第１０回定期大会が開催されます 
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労働組合では毎年１０月に定期大会を開催しています。今年で１０回目を迎えます。 
 

日時 ： １０月１６日（火）１３：００～１５：００ 記念講演（受付１２：３０） 

                ※カリスマ販売員の茂木久美子さんを講師にお迎えします※ 

                １５：１５～１８：３０  定期大会（その後懇親会あり） 

会場 ： 新潟東映ホテル（新潟市） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ｱｰｸﾗﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合は 

 かわいたかのり、田村まみを応援します 

「定期大会って何をするの？」 
定期大会は組合の最高意思決定機関で、年内の活動報告や新年度の活動方針、予算を審議し 

決定します。 
 

「どんな人が参加するの？」 
各支部で２名（正社員＋時給社員）を選出します。この２名が大会の表決権を持ち、定期大会の 

場で賛成反対の意志を伝えることができます。 

支部の代表者として原則、支部長とパートナー委員に出席をお願いします。（一部傍聴枠あり） 
 

「定期大会に出席するまで何の情報もないの？」 
事前に「議案書」を１人１冊配布します。ここには審議する議案や組合の活動報告や規約、会計、 

慶弔見舞金規定、会社と結んだ労働協約などが掲載されているので、ぜひ目を通してください。 

（マメ知識） 

労働協約は就業規則、その他すべての契約より優先されます。一番効力のある契約です！ 
 

「質問や意見はどうやって伝えたらいいの？」 
今回の定期大会から「議案書」を配布するタイミングで各支部に質問・意見の取りまとめを支部長 

にお願いする予定です。組合員みなさんの質問・意見をお待ちしています。 
 

「支部長にお願いしたいこと」 
いただいた質問・意見は定期大会当日に返答します。 

支部長は代表者として組合員のみなさんの意見を取りまとめ、大会後は組合員のみなさんに 

伝えてください。大切な情報は組合員のみなさんと共有しましょう。 

組合活動は「１人の１００歩より１００人の１歩」です。 

一緒に組合活動を盛り上げましょう！ 


